
 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県保育士確保対策強化事業  

公 募 要 領  

 

 

 

 

 本手続きは、次年度当初予算成立及び国庫支出金に係る予算使用を前提

とした年度開始前からの準備手続きであり、予算成立後及び交付決定後に

効力を生じる事業である。 

 従って、国会及び県議会において当初予算案が否決された場合、本事業

の交付決定がなされなかった場合は、契約を締結しない。 

 また、次年度当初予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等

の手続きの関係上、企画提案書特定の通知を延期する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県こども未来部子育て支援課  



１ 委託事業名 

  沖縄県保育士確保対策強化事業（保育士・保育所総合支援センター運営委託事業） 

 

２ 目的 

  沖縄県は、誰もが安心して子育てができる環境の実現を目指し、保育所入所待

機児童を生じさせないため、市町村、保育団体、保育所等（保育所、認定こども

園及び地域型保育事業を行う施設をいう。以下同じ。）、保育士養成施設及び保

育団体（以下「保育関係事業者等」という。）と連携し、保育士の確保及び定着

促進を図り、安定した保育の提供体制の構築を総合的に実施するため、沖縄県保

育士確保対策強化事業（以下「本事業」という。）を実施する。 

 

３ 契約期間 

  契約締結日から令和９年３月 31 日（水） 

 ※契約期間は予算の関係上１年以内となるが、本提案に当たっては２年間の事業

計画及び経費見積もりを記載すること。 

  ただし、２年間の契約を保証するものではないことに留意すること。 

※本事業の受託にあたっては、契約締結の日から、直ちに、業務委託仕様書で定

める内容について実施できるよう、実施体制を整えること。 

 

４ 予算額 

  108,030,000 円（消費税及び地方消費税を含む）以内 

 ※当該金額は、企画提案において提示する金額の上限額であり契約金額ではな

い。 

 

５ 委託業務の主な内容 

(1) 保育士・保育所総合支援センター（以下、「センター」という）を設置し、

以下の内容の事業を実施すること。 

  ① 情報発信 

② 保育人材の確保を求める保育所等及び求職者への就労斡旋等の支援 

③ 労働環境改善等に関する支援 

④ 市町村への支援 

(2) その他本事業の実施に関し必要な業務 

 

６ 業務委託仕様書 

別添業務委託仕様書を参照 



７ 参加資格 

次の要件の全てを満たす法人（法人格を持たない任意団体を含む。以下同じ。）   

又は複数の法人からなる共同企業体とする。 

(1) 沖縄県内に事務所を有する法人であること。 

(2) 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第４条第２項に定められている｢無料

の職業紹介｣を行うための要件を備えている法人であること。 

(3) 県内の保育関係事業者等と連携が図れる法人であって、かつ、保育行政を熟

知している者等本事業を実施する上で必要とされる能力を有する者を本事業

の専任職員として配置することができる法人であること。 

(4) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定を準

用し、本公募に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得な

い者でないこと。 

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続き開始の申し立

てがなされていない法人であること。 

(6) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

(7) 自己又は自社の役員等が以下の要件のいずれにも該当する者でないこと、又

は以下に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

なお、これらに該当しないことについて、誓約書を提出する必要がある。 

また、以下の要件については資格確認のため、沖縄県警察本部に照会する場

合がある。 

① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同法第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。）、公共の福祉に反する活動を行う団

体、及びその行為者、その他反社会的勢力（以下「暴力団等」という。）で

ある者 

② 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

③ 自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団等を利用している者 

④ 暴力団等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接若し

くは積極的に暴力団等の維持、運営に協力し、又は関与している者 

⑤ 暴力団等と社会的に避難されるべき関係を有している者 

⑥ 暴力団等であることを知りながらこれらを利用している者 

(8) 県税、消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 

(9) 労働関連法令を遵守していること。 

 



(10) 共同企業体の場合は、次の要件の全てを満たすこと 

① 上記(1)から(3)について、構成員のうちいずれかの法人がこの要件を満た

すこと。 

② 上記(4)から(9)について、構成員の全ての法人がこの要件を満たすこと。 

③ 管理法人を置くこと。管理法人は、本事業の進捗管理、共同企業体構成員

相互の調整、財産管理等の事務的管理を主体的に行う母体としての機関と

し、共同企業体を構成する法人を代表するものとする。 

④ 構成員は、本事業の企画提案において、他の共同企業体の構成員となるこ

とはできない。また、法人単体での応募を行うことはできない。 

 

８ 企画提案書 

本事業の企画提案書は、別添の業務委託仕様書の内容を全て満たすものとし、

かつ、次に掲げる要件に留意し、提出するものとする。 

(1) 企画提案書は任意様式にて、原則Ａ４版 30 頁以内とし、日本語による提案

書とする。 

(2) 企画提案書には、仕様書を踏まえ、以下の項目を具体的に記載すること。 

① 実施体制及び職員の職務経歴及び選任理由等に関すること。 

② 実施スケジュール及び配慮すべき視点について。 

③ 広報に関する方針、計画等について。 

④ 潜在保育士の掘り起こしについて。 

⑤ 人材バンクによるマッチング方法について。 

⑥ 小規模離島町村における保育士確保について。 

 ア ホームページの充実について。 

 イ 無資格者から保育士への育成について。 

 ウ フェーズ毎の取り組みについて。 

⑦ 合同就職説明会において多くの求職者を参加させるための方法及び効率的

に準備作業を行うための方法について。 

⑧ 各取り組みの実績報告について。 

⑨ その他待機児童を生じさせない、保育士を確保するための独自事業の提案

がある場合は、実施内容を記載すること。（予算額以内） 

(3) 企画提案書において、連携先等の具体的な法人の名称等を記載する場合は、

企画提案事業者において、先方の了承を得ること。 

 

 

 



９ 申請書類一覧及び提出部数 

  本事業の企画提案に関する申請書類及び提出部数は、以下のとおりとする。 

(1)【様式１】企画提案意思確認書１部 

※共同企業体の場合は、共同企業体協定書（任意様式：写し）を添付すること。 

(2)【様式２】質問事項（メール） 

(3)【様式３】 企画提案応募申請書１部 

※企画提案応募申請書に以下の③～⑥の添付書類を一式にまとめて提出する

こと。 

なお、③経費見積書、④企画提案書、⑤実施体制図及び⑥決算書は、一式と

は別に８部提出すること。 

①【様式 3-1】会社概要 １部 

②【様式 3-2】業務実績 １部 

※業務実績については、可能な限り、契約書の写し及び実績報告書又は成果

物の写しを添付すること。ただし、実績報告書又は成果物の著作権及び所

有権が企画提案事業者に属さない場合は、先方に確認の上、提出すること。 

③【様式 3-3】経費見積書 計９部（一式１部、別途８部） 

※経費見積書の明細（任意様式）を別途添付すること。 

④【任意様式】企画提案書 計９部（一式１部、別途８部） 

※「８ 企画提案書」を確認すること。 

⑤【任意様式】実施体制図 計９部（一式１部、別途８部） 

⑥ 決算書 計９部（一式１部別途８部） 

※直近３カ年の貸借対照表及び損益計算書   

(4)【別添様式】誓約書 １部 

(5) 職業安定法第 30 条または 33 条に基づく職業紹介事業許可証の写し １部 

(6) 県税及び地方消費税を滞納していないことが確認できる書類 

① 都道府県が発行する都道府県税に未納がないことの証明書 １部 

（発行後３ヶ月以内のもの） 

② 税務署が発行する消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 １部 

（発行後３ヶ月以内のもの） 

※ 共同企業体の場合は、上記(3)① 【様式 3-1】会社概要、② 【様式 3-2】業務実

績、⑥ 決算書、(4)  【別添様式】誓約書、(6)県税及び地方消費税を滞納してい

ないことが確認できる書類について、構成員ごとに提出すること。 

 

 

 



10 申請書類の提出場所及び提出方法 

提出先は沖縄県こども未来部子育て支援課（沖縄県庁３階）とし、提出方法は

以下のとおりとする。 

なお、持参する場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前９時から午後４時ま

でとし、郵送の場合は、到着確認が可能な手段によること。 

 

(1) 次の提出物は、持参、郵送のいずれかにより提出すること。  

・【様式１】企画提案意思確認書 

・【様式３】企画提案応募申請書等（一式及び添付書類） 

・【別添様式】誓約書 

・職業安定法第 30 条または 33 条に基づく職業紹介事業許可証の写し 

・県税及び地方消費税を滞納していないことが確認できる書類 

(2) 【様式２】質問事項（様式２） 

メールにより提出すること。 

 

11 スケジュール 

(1) 質問事項の受付期間 

 公募開始日から令和８年２月 25 日（水）17 時まで 

 ※質問に対する回答は、随時、子育て支援課 HP に掲載する 

(2) 【様式１】企画提案意思確認書、【様式３】企画提案応募申請書等の提出期限 

 令和８年３月２日（月）17 時必着 

(3) 事業者選定委員会 

 令和８年３月 11 日（水） 

※企画提案を行う法人によるプレゼンテーションを予定しています。 

  (4) 委託事業者決定 

 令和８年４月１日（水） 

 

12 選定方法 

事業者選定委員会において、企画提案書の書類審査及びヒアリングに基づく評

価を行い、本事業の優先交渉の順位を決定する。当該順位の第１位である法人と

本事業の委託契約に関する協議を行い、協議が合意に至った場合は、当該法人と

委託契約を締結する。 

ただし、優先交渉順位第１位の法人と協議が至らなかった場合は、次順位以降

の法人と委託契約に関する協議を行うものとする。 

 



13 評価項目 

選定委員会においては、主に次の事項等について審査する。 

⑴ 実施体制及び職員の職務経歴及び選任理由等に関すること。 

     事業目的を達成するため、以下の点について必要な体制となっているか。 

① 必要な人員数が確保できる見込みとなっているか。 

② 資格や経験、ノウハウを有するなど、事業目的を達成するために必要な人

材か。 

⑵ 実施スケジュール及び配慮すべき視点について。 

多くの事業を計画的に実施するため、以下の点が配慮されているか。 

① 作業量を考慮し、適切な期間が設定されているか。 

② 事業の進捗管理など、計画的な事業実施を考慮した内容となっているか。 

⑶ 広報に関する方針、計画等について。 

場当たり的でなく、予め広報に関する取り組みを戦略的に検討しているか。 

⑷ 潜在保育士の掘り起こしについて。 

① 効率的、効果的な方法となっているか。 

② 保育業務に携わっていなかった空白期間や経験不足を補うなど、就労に際

しての心理的負担を軽減するような取り組みとなっているか。 

⑸ 人材バンクによるマッチング方法について。 

 ① 利用者（保育所等、求職者）側の利便性に配慮しているか。 

② 作業量を考慮した効率的な作業内容か、また、即応性があるか。 

③ 人材バンクのデータ更新は適切か。 

⑹ 小規模離島町村における保育士確保について。 

① ホームページの充実について 

ア 提案内容は、保育環境や生活環境、島の魅力、体験談など求職者にとって

インセンティブを高めるような情報となっているか。 

イ 情報の双方向性機能など効果的な内容となっているか。 

② 無資格者から保育士への育成について 

無資格者が将来的に保育士として就労しやすくなるような事業スキームと

なっているか。 

③ フェーズ毎の取り組みについて 

短期的（早急な確保）、中期的（長期につなげるまでの間の確保）、長期的 

（安定的な確保）な保育士の確保など、各フェーズに即した切れ目のない内

容となっているか。 

⑺ 合同就職説明会について 

より多くの求職者を参加させるための方法及び効率的に準備作業を行うた



め、以下の点が検討されているか。 

① 多くの求職者を参加させるための工夫が提案されているか。 

② 各地域に配慮した場所、回数となっているか。 

③ 作業量を考慮した効率的な作業内容となっているか。 

⑻ 各取り組みの実績報告について。 

対外的に示せるよう端的かつ具体的な内容となっているか。 

⑼ その他待機児童を生じさせない、保育士を確保するための独自事業の提案が

ある場合は、実施内容を記載すること 

① 具体性、実現性はあるか。 

② 効果が期待できるか。 

 

14 その他 

(1) 提出期限後の提出書類の変更、差し替えは、軽微な変更を除き、原則認めない。 

(2) 企画提案書等の作成に要する費用等、本事業の企画提案に要する経費につい

ては、参加者の負担とする。 

(3) 提出された企画提案書等については、返却しない。 

(4) 委託事業者の選定に関する審査内容及び審査経過等は公表しない。 

(5) 採否に関する異議申し立て等は受け付けない。 

(6) 採用された企画提案書等については、委託契約の締結に関する協議におい

て、内容や経費の見直し等を求める場合がある。 

(7) 契約締結の際は、沖縄県財務規則（昭和 47 年規則第 12 号）第 101 条第１項

に基づき、契約金額の 100 分の 10 以上の額を、契約締結前に契約保証金とし

て納付しなければならない。 

ただし、同条第２項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又

は一部の納付を免除することができる。 

(8) 契約期間は予算の関係上１年以内となるが、本提案に当たっては２年分の事

業計画及び経費見積もりを記載すること。 

ただし、２年間の契約を保証するものではないことに留意すること。 

(9) 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格または無効とする。 

① 提出書類の提出が、期限を過ぎた場合 

② 提出書類に虚偽の内容がある場合 

③ 本要領に違反すると認められる場合 

④ 審査の公平性に影響を与える不正行為があった場合 

⑤ その他予め示した事項に違反した場合 

 



15 問い合わせ先 

  沖縄県こども未来部子育て支援課（担当：玉城） 

 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁３階 

 TEL 098-866-2457 

 FAX 098-866-2433 

 E-mail aa031305@pref.okinawa.lg.jp 

 


